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第１章 第三次和光市国際化推進計画の策定に当たって

１ 第三次和光市国際化推進計画策定の趣旨

和光市においては、平成１３年度に「和光市国際化推進計画」、平成２３年度に「第二次和光市国

際化推進計画」を策定し、「グローバル（世界）化に対応した地域社会の創出」（和光市国際化推進

計画）、「外国籍市民も安心して暮らせる多文化共生社会の実現に向けて」（第二次和光市国際化推進

計画）の実現に向け、各種施策に取り組んできました。

和光市には、現在２，６００人以上の外国人が暮らしていますが、国際的な人・モノ・情報の流

れが活発化している中で、今後も、様々な目的・理由で居住したり働いたりする外国人の増加傾向

は継続していくことが予想されます。これに伴い、外国人にとっても日本人にとっても住みやすい

まちを築いていくこと、多文化共生1社会の実現を目指すことの必要性、重要性が高まっています。

第三次和光市国際化推進計画（以下「本計画」という。）は、平成２３年度に策定した第二次和

光市国際化推進計画に次ぐ計画として、また、令和３年度を初年度とする第五次和光市総合振興計

画基本構想2の国際化に関する分野について定める個別計画として策定します。

本計画は、第二次和光市国際化推進計画の枠組みを引継ぎながら、現在の社会状況に即した和光

市の国際化推進施策について、その基本的指針を示すものです。

２ 計画の期間

第二次和光市国際化推進計画の計画期間は、平成２３～令和２年度の１０年間でした。この計画

は、中間年度に当たる平成２７年度に和光市国際化推進懇話会3において内容を見直し、パブリッ

ク・コメント4を経て改定しました。改定後の計画期間は、平成２８～令和２年度までの５年間で

した。

本計画の期間は、第五次和光市総合振興計画基本構想と同じく令和３年度を初年度とし、令和１

２年度までの１０年間とします。なお、本計画期間内においても、随時、社会状況の変化と計画の

実施状況等を調査・検証し、必要に応じて内容の見直しを行うものとします。

1 多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、日本人と外国人が協働して地域社会を支える主体として、それぞれの能

力を十分に発揮しながら共に生きること。⇒９ページ参照
2 第五次和光市総合振興計画基本構想

市の最上位の計画で、将来都市像「みんなをつなぐ ワクワクふるさと 和光」の実現に向け、視点① 日々の生活の基盤が整ってい

る、視点② それぞれのライフステージを充実させる、視点③ 心豊かに、満足度の高い生活が送れる の３つの視点から具体化し、

「市民生活の目標像」を設置した。国際化の推進は、目標像１１の分野の一施策として位置づけられている。
3 和光市国際化推進懇話会

市の総合的な国際化推進に関する事項について、調査、研究及び審議する組織のこと。⇒参考資料（３２ページ）参照
4 パブリック・コメント

市民参加条例第7条に規定する市民参加の方法の一つ。市の機関が政策等の案について広く市民から意見を求め、提出された意見を検

討・反映して意思決定を行うこと。


